
別記様式

カラクワ

事 業 実 施 年 度

唐 桑 地 区 防 災 集 団 移 転 促 進 事 業 計 画 書

自　平　成　24　年　度

至　平　成　26　年　度

※都道県が作成する場合は市町村名は記載不要

宮　城　県 石　巻　市

都 道 県 名 市 町 村 名



１　移転促進区域

全住戸数 全壊戸数 半壊戸数

㎡ 戸 戸 戸

カラクワ 11,428

唐桑地区

フナコシ 268

船越地区

カミオガツ 564

上雄勝地区

12,260
(12,260)

16

移転促進区域名 災害危険区域の指定
移転促進区域の

面積

区域の告示時期は未定。

災害危険区域においては、住居
の用に供する施設を建設しては
ならない。

(11,428)

(268)

　当該地区は、東北地方太平洋沖地震により浸水12ｍの津波に襲
われた。
　よって、今後の津波の発生が、住民生活に大きな影響を与える
危険性があり、住民の居住に適当でないと認められるため、防災
集団移転促進事業を実施し安全な地区への集団移転が必要であ
る。

2

計 19

同上 1

2

（注）　1　「移転促進区域名」欄に記入する区域名には、Ａ区域、Ｂ区域等の符号を用いても差し支えない。
　　　　2　「移転促進区域の面積」欄には、上段に地区面積、下段括弧内に住宅用地（住宅の用に供する土地）面積を記入すること。
        3　「災害危険区域の指定」欄には、既に災害危険区域が指定されている場合には指定年月日及び建築制限内容を記入すること。
　　　　4　「集団移転が必要な理由」欄には、当該区域の住宅を集団移転させる必要性を記入すること。
　　　　5　移転促進区域の位置及び状況が判断できる位置図及び区域図を添付すること。
　　　　　（位置図）縮尺１万分の１の図面に全ての移転促進区域を朱線で明示し、区域名を記載すること。
　　　　　（区域図）移転促進区域毎に縮尺５千分の１以上の図面に移転促進区域を朱線で明示し、区域内の土地について境界を黒線で
　　　　　　　　　　明示した上で、被災前の土地利用の区分に従って色分けし、区分毎に通し番号を付すこと。
　　　　　　　　　　　宅地（住宅敷地）　　　･･･赤（公有地の場合は赤斜線）
　　　　　　　　　　　宅地（住宅敷地以外）　･･･青（公有地の場合は青斜線）
　　　　　　　　　　　農地　　　　　　　　　･･･緑（公有地の場合は緑斜線）

　当該地区は、東北地方太平洋沖地震により浸水15.5ｍの津波に
襲われた。
　よって、今後の津波の発生が、住民生活に大きな影響を与える
危険性があり、住民の居住に適当でないと認められるため、防災
集団移転促進事業を実施し安全な地区への集団移転が必要であ
る。

同上

19

(564)

　当該地区は、東北地方太平洋沖地震により浸水10ｍの津波に襲
われた。
　よって、今後の津波の発生が、住民生活に大きな影響を与える
危険性があり、住民の居住に適当でないと認められるため、防災
集団移転促進事業を実施し安全な地区への集団移転が必要であ
る。

1

住宅被害状況
集団移転が必要な理由

16

1



移　転

戸 戸 人 人

( 30 )

19

1

19 54 54

( 9 )

（注）　1  住居数、世帯数および住民数の欄には、それぞれ計画策定時の数値を記入すること。なお、この数値には、事業計画の策定時
　　　　 に移転促進区域に現に居住している者のほか、災害に伴う住宅の滅失・損壊等により応急仮設住宅に入居している者、他の地域
         に避難している者等で従前地に引き続き居住する意向を有する者に係る住居数、世帯数及び住民数を含むものとする。
　　　　2  住居数、世帯数及び住民数の「移転」欄には、「現在」欄に記入した数値の住居、世帯及び住民のうち移転促進区域外へ移転
　　　　 するものの数値をそれぞれ記入し、そのうち本事業により整備する住宅団地へ移転するもの（住宅団地内に整備される公営住宅
　　　　 （災害公営住宅を含む。以下同様）に移転するものを含む）の数値を上段括弧内に記入すること。
　　　　3　住居数の計における「移転」欄の上段括弧内の数値が下段の数値の２分の１未満の場合には、その理由を「住宅団地の規模に
　　　　 関する特例を適用する必要性」欄に記入すること。

19

( 9 )

２　移転促進区域内にある住居の数等

住　居　数

移　転

唐桑地区

移 転 促 進 区 域 名
現　在

( 2 )

世　帯　数

3

( 1 )

1

( 1 )( 1 )

2

住宅団地の規模に関する特例を適
用する必要性現　在

( 6 ) ( 6 ) ( 26 )

世帯 世帯

現　在

住　民　数

16 50

( 3 )

移　転

1 11

16

2 3

16 16

( 2 )

2

50

本地区について、既に他所への
自力再建者が2世帯、災害公営住宅
への入居希望者が8世帯あり、防災
集団移転希望者9世帯と合わせて19
世帯が既に安全な移転先を決めて
いることから、特例を適用する必
要性がある。

19

船越地区

計

上雄勝地区

1

2

2



　(１)　住宅団地の整備

区画 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

9 2,970 2,970 1,596 220 396 2,054 4,266 7,236

区画 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

9 2,970 2,970 1,596 220 396 2,054 4,266 7,236

②

面

積

計

④

住
宅

団

地

に

占

め

る

割

合

住　宅　団　地　面　積

そ

の

他

区

画

数

面

積

住宅敷地

住宅用地

広

場

３　住宅団地及び住宅敷地等の整備

整
備
前
の
土
地
利
用
状
況

住宅団地名

関連公共施設等用地

集

会

施

設

公

益

的

施

設

①

公

営

住

宅

用

地

⑤
合

計

（注）　1　住宅用地の「住宅敷地」欄及び「公営住宅用地」欄には、移転促進区域からの移転者に対する住宅敷地、公営住宅用地の別にそれぞれの面積等
　　　　 を記入すること。
　　　　2  住宅敷地平均面積が330㎡を超える場合には、住宅用地の「住宅敷地」欄の上段括弧内に住宅敷地平均面積を330㎡とした場合の数値を記入する
　　　　 こと。
        3　公営住宅の一部にしか移転促進区域からの移転者が入居しない場合には、公営住宅用地面積を公営住宅全体戸数に占める当該移転者が入居する戸
　　　　 数で按分して算出した数値を「公営住宅用地」欄の上段括弧内に記入するとともに、住宅用地の「面積計」欄及び公益的施設用地の「住宅団地に占
　　　　 める割合」欄及び「合計」欄についても公営住宅用地面積を上段括弧内の数値とした場合の値をそれぞれの欄の上段括弧内に記入すること。
        4　関連公共施設等用地のうち「道路」欄には、住宅団地内道路の面積を記入するものとし、取付道路の面積は含まないこと。
　　　　5　「用地選定の理由」欄には、当該住宅団地の位置が安全性、移転者の生活等の利便性、交通アクセス、造成・維持管理コスト等の観点から他
          の候補地と比較考量した結果、最適であると判断した理由を記入すること。
　　　　6　「整備前の土地利用状況」欄には、農地、宅地、山林、公有水面等整備前の土地利用状況を地目により記入すること。
　　　　7　住宅団地ごとに、土地利用計画図を添付すること。
　　　　 　なお、土地利用計画図には、住宅敷地、公営住宅用地、道路、広場、集会施設用地等についてその配置を表示すること。

用地選定
の理由

③

面

積

計

道

路

公益的施設用地

唐桑団地

計

㎡

山林

㎡％ 標高20m以上に位置し、安
全性が確保されており、主
要道路からのアクセスが容
易な場所を選定した。

3



住宅敷地 公営住宅 計

区画 戸 ㎡ ㎡

9 9 2,970 330

9 9 2,970

（注）　1　住宅敷地等の数の「住宅敷地」欄には、移転促進区域からの移転者に貸付又は分譲される住宅敷地の区画数を記入すること。
　　　　2　住宅敷地等の数の「公営住宅」欄には、移転促進区域からの移転者が入居する公営住宅の戸数を記入すること。
　　　　3  「住宅敷地総面積」欄には、様式３（１）の住宅用地のうち住宅敷地の「面積」欄の下段の数値を記入すること。
　　　　4　「住宅敷地平均面積」欄には、「住宅敷地総面積」欄の数値を住宅敷地等の数の「住宅敷地」欄の数値で除した数値を記
　　　　　入すること。

計

　(２)　住宅敷地等の整備

住宅団地名

住宅敷地等の数

唐桑団地

備　　　　考
①住宅敷地

総面積
②住宅敷地
  平均面積

4



①総面積
②住宅敷地

面積
＝3(2)①

③関連公共
施設等用地

面積
＝3(1)③

㎡ ㎡ ㎡ 千円 千円 千円 千円 千円 千円

7,236 2,970 4,266 16,633 2.2 73,800 80,627 106,244 116,050

7,236 2,970 4,266 16,633 73,800 80,627 106,244 116,050

（注） 1　面積の「①総面積」欄には、様式３（１）「⑤合計」欄の下段の数値から様式３（１）「①公営住宅用地」欄の下段の数値を
　　　　　差引いた数値を記入すること。
       2  面積の「②住宅敷地面積」欄には、様式３（２）「①住宅敷地総面積」の数値を記入すること。

　　　 ※用地取得単価については、鑑定評価が未着手であるため、今後精査した結果変動する場合があります。

　(３)　住宅敷地等の整備費用

住宅団地名

唐桑団地

面　　積

⑨関連公共施設用
地等整備費

＝（④*③/①）+⑧

⑧関連公共
施設等用地

造成費
④用地取得費

⑤用地取得
単価

＝④/①

⑥住宅敷地
造成費

⑦住宅敷地整備費
＝（④*②/①）+⑥

計

5



貸付地 分譲地 ①合計 貸付地 分譲地 ②合計

区画 区画 区画 ㎡ ㎡ ㎡ 千円 千円 千円 ㎡ 千円

9 9 2,970 2,970 80,627 330 1.00000 80,627

9 9 2,970 2,970 80,627 80,627

（注） 1　分譲地の分譲価格及び市場価格の根拠となる資料を添付すること。
       2  ⑦は小数点６桁以降を切り捨てること。

計

⑦＝330/⑥
※１以上の時
は１とする

⑧補助対象経費
=(③-Max(④,⑤))*⑦

⑥住宅敷地
の平均面積
＝3(2)②

③住宅敷
地整備費
＝3(3)⑦

④分譲地の
分譲価格

⑤分譲地の
市場価格

　(４)　住宅敷地整備に係る補助対象経費

住宅団地名

住宅敷地の区画数

唐桑団地

住宅敷地の面積

6



（注）　1  公益的施設用地を借地とする場合は、その理由を備考欄に記入すること。
　　　　2　「住宅団地に占める割合」欄には、様式３（１）の公益的施設用地の「④住宅団地に占める割合」欄の上段括弧の
         　数字を記入し、その割合が住宅団地面積の30%を超える場合には、その理由を備考欄に記入すること。

備考

－－ －     唐桑団地

（５）　公益的施設用地の整備

住 宅 団 地 名 公 益 的 施 設 名 施設用地の面積等
用地の分譲・借地の区分及び

分譲・借地先

－

住宅団地に
占める割合

－

7



貸付地 分譲地 ①合計 貸付地 分譲地 ②合計

区画 区画 区画 ㎡ ㎡ ㎡ 千円 千円 千円 千円 千円

(６)　公益的施設用地整備に係る補助対象経費

住宅団地名

公益的施設用地の区画数 公益的施設用地の面積 ③用地取得
費

＝3(3)⑤*②
④用地造成費

⑤分譲地の
分譲価格

⑥分譲地の
市場価格

⑦補助対象経費
=(③+④)-Max(⑤,⑥）

唐桑団地
   －    －    －    －    －    －           －      －       －      －      －

計

8



千円 戸

9

助  成  措  置

住宅の建設または購入

補助対象経費

9

計 39,960     

39,960     

４　移転者の住宅団地における住宅建設等に対する助成措置

備　　　　考

住宅の建設等を目的として資金を金融機関等から
借り入れた者に対し、借入金利子（年率8％を限度
とする）を計算し、利子総額4,440千円を限度とし
た利子相当額を一括して補助する。

補助対象経費、対象戸数
は限度額いっぱいで積算
しており、今後変動する
可能性がある。

助　成　内　容 対象戸数

9



千円 千円
道路 W=6m L=266m 21,200 21,200

飲料水供給施設 給水管 (φ75mm～φ100mm L=713m） 29,600 29,600

集会施設 木造平屋建 (120㎡　1棟） 20,400 20,400

広場 広場整備 (面積396㎡、植栽、外柵等) 2,000 2,000

その他 防火水槽 (40t 1基) 3,700 3,700

計 76,900 76,900

（注）　1　「施設内容」欄には、それぞれの施設の規模、構造、数量等を記入すること。
　　　　2　土地利用計画図（３（１）の（注）７）に各施設の設置箇所を明示すること。

補助対象経費工事費

５　関連公共施設の整備

施　　設　　内　　容住 宅 団 地 名 施　　設　　名

唐桑団地

10



住宅用地 その他

円 円 円 千円

　※

11,428 3,500 39,998

　※

268 3,500 938

　※

564 3,500 1,974

同上

㎡

移転促進区域名

唐桑地区

船越地区

上雄勝地区

(268)

(564)

６　移転促進区域内における宅地及び農地の買取り計画及び利用計画

同上

買取地の土地利用

宅地等買取面積

漁港港湾管理者と協議し共同作業
所等として活用。また、産業復興
と併せ、今後検討を行う。

農地
住宅用地

宅地

㎡

買収費

(11,428)

その他
農地

㎡

買取単価（１㎡当り）

宅地

42,910

12,260

※ 買取単価については、鑑定評価が未着手であるため、今後精査した結果変動する場合があります。

現時点の単価は、雄勝町名振地区におけるH24.1.1時点の不動産鑑定評価を行った金額を適用。

(12,260)

（注） １「宅地等買取面積」欄には、上段括弧内に買取対象以外の土地を含む面積を記入すること。

計

11



（注）　1　「建築制限の態様」欄には、移転促進区域内における建築物の建築禁止その他建築物の建築に関する制限の態様を
　　　　　 記載すること。
　　　　2　既に当該移転促進区域に係る条例が制定されている場合には、その条例を添付すること。
　　　　3　条例が未制定の場合で、条例制定の予定がある場合は、その施行予定月日を「条例施行月日」欄に施行予定とし
　　　　　 記載するとともに、条例案その他内容の把握できるものを添付すること。

唐桑地区

７　移転促進区域内における建築制限その他土地利用の規制

条例施行月日

同上

建築制限の態様

同上船越地区

備　　　　　　考

建築基準法第39条第１項に基づく災害危険区域
に指定する。
災害危険区域においては、住居の用に供する施
設を建築してはならない。

平成２３年１２月２６日施行
（区域の告示時期は未定）

移転促進区域名

同上上雄勝地区 同上

12



千円 千円

－ －

計

工事費 補助対象経費施　　設　　内　　容

－

（注）　1　移転者の生活確保等について、必要に応じて記入すること。

備　　　考

　(２)　その他の事項

－

そ の 他 の 事 項

（注）　1　「施設内容」欄には、施設の規模、構造、数量等を記入すること。
　　　　2　土地利用計画図（３（１）の（注）７）に各施設の設置箇所を明示すること。

唐桑団地

唐桑団地 －

住  宅  団  地  名

－

　(１)　農林水産業に係る生産基盤の整備及び近代化施設の整備

住 宅 団 地 名

８　農林水産業に係る生産基盤の整備及び近代化施設の整備その他移転者の生活確保

施　　設　　名
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千円 戸

９　移転者の住居の移転に対する補助

備　　　　考対象戸数

19

助　　成　　内　　容

・動産移転料
・移転雑費
・事業実施に伴い仮住居等を要する場合の費用等
　実費相当額を補助（但し、78万円を限度とする）

補助対象経費、対象戸数は
限度額いっぱいで積算して
おり、今後変動する可能性
がある。

区　　　　分 補助対象経費

14,820
動産移転料等実費相当

（注）　1　住居の移転に対する助成の基準を地方公共団体において定めている場合は、その要綱等を添付すること。

1914,820計
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事 業

事業内容 総事業費 補　助 補助対象 国　庫 都道府県
年 度 限 度 額 経　　費 支出金 支 出 金

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

16,633 16,633 14,553 2,080

住宅団地用地造成 伐採、切土等 25-26 180,044 180,044 157,538 22,506

小　計 　 196,677 236,293 196,677 172,091 24,586

住宅建設等助成
移転先住宅建設等
助成

利子補給 26 39,960 39,960 39,960 34,965 4,995

公共施設整備 公共施設整備 道路、給水施設等 25-26 ○ 76,900 32,229 76,900 67,287 9,613 ※

宅地及び農地の
宅地 農地の買取り 26 42,910 42,910 37,546 5,364

１０　集団移転促進事業の実施に必要な経費および資金計画

　(１)　総　括　表

左　の　財　源　内　訳

一般財源
事業名

その他
備　　　考事 業 の 種 類

24

住宅団地用地取
得及び造成

特例の
必要の
有無

用地取得住宅団地用地取得

買取り
宅地、農地の買取り 26 42,910 42,910 37,546 5,364

農林水産業基盤
等整備

共同作業所等整備

移 転 費 助 成 移転費助成 移転費用 26 14,820 14,820 14,820 12,967 1,853

371,267 371,267 324,856 46,411

※ １．高台に整備するため、道路・給水・排水延長が長くなる。

２．山間部の開発で宅地数が少ない等の理由により、公共施設率が高くなる。

       2　公共施設整備費が補助基本額を超える場合には、「特例の必要の有無」欄に○を付し、その理由を備考欄に記入すること。

（注）　1　住宅団地用地の取得及び造成費が補助基本額を超える場合には、「特例の必要の有無」欄に○を付し、様式10(2)住宅団地候補
         地の比較表に必要事項を記入し添付すること。

合　　　　計
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円

－ － － － － － － － －

計

（注）　1　評価項目について○、△、×で評価すること。
　　　　2　評価項目については必要に応じて適時追加及び変更しても構わない。
　　　　3　１つの住宅団地候補地だけではなく、比較した全ての住宅団地候補地について記入すること。
　　　　4  経済性については、買収単価、造成費などの住宅団地の整備費用を評価すること。
　　　　5  用地取得の容易性については地権者の数、地権者の事業への理解度などを勘案して評価すること。
　　　　6  移転促進区域及び住宅団地候補地の位置の分かる資料を添付すること。

用地取得
の容易性

地目
買収単価

（１㎡当たり）
経済性 利便性

（２）住宅団地候補地の比較表

必要戸数
の確保

安全性住宅団地候補地 備　　　　考総合評価

－
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平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 合　　計

千円 千円 千円 千円 千円 千円
(16,633)   (90,022)   (90,022)   (196,677)   

14,553    78,769    78,769    172,091    

(39,960)   (39,960)   

34,965    34,965    

(38,450)   (38,450)   (76,900)   

33,643    33,644    67,287    

(42,910)   (42,910)   

37,546    37,546    

(14,820)   (14,820)   

12,967    12,967    

(16,633)   (128,472)   (226,162)   (371,267)   

14,553    112,412    197,891    324,856    

公共施設整備

宅地及び農地の
買取り

農林水産業基盤
等整備

（注）　1　それぞれの年度ごとに上段括弧内には総事業費、下段には補助額（復興交付金交付額）を記入すること。

移転費助成

　(３）年度別計画

事 業 の 種 類

住宅建設等助成

合　　　　計

住宅団地用地取
得及び造成
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